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主要地方道石岡筑西線上曽トンネルの早期着工を求める決議 

 

 

石岡市議会は，平成２７年第４回定例会において，主要地方道石岡筑西

線上曽トンネルの早期完成を求める決議を行った。しかし，現状は，依然

として工事着工に至らない状況である。 

平成１３年度の事業採択から，すでに１５年が経過し，この間，茨城空

港の開港など，周辺の状況は大きく変化を遂げている中で，石岡市のみな

らず茨城県全体の発展のためにも，一刻も早い整備が望まれるものである。 

地域の長年の希望であった朝日トンネルが平成２４年に開通し，「ひ

と・もの」の交流を拡大させ，観光面を含め，地域経済に大きな効果をも

たらしている。この朝日トンネルの整備においては，石岡市と土浦市が，

合併特例債を活用し，県の助成，さらに国の道整備交付金を活用し，完成

させた経緯がある。 

現在，上曽トンネルの整備を含む主要地方道石岡筑西線整備事業は，新

市建設計画において，県の推進事業として位置づけられているが，県にお

ける財政状況を踏まえ，朝日トンネル同様に，合併特例債を活用し，完成

を目指すことが現実的である。 

この上曽トンネルの完成によって，石岡市は交通の要衝となり，農業・

商工業など産業活動の発展はもとより，県西・県南地域間の連携強化，交

流の拡大が見込まれ，当市の発展に大きく寄与すると確信するものである。 

 よって，石岡市議会は，上曽トンネルの整備にあたり合併特例債を活用

した整備手法について，桜川市との協議検討を推し進め，早期着工に向け

た一刻も早い決断を求めるものである。 

 以上，決議する。 
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